豊橋市火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付要綱
（趣旨）
第１条　この要綱は、火災等に使用した消火器の薬剤の詰め替えに要した費用に対し交付する火災等使用消火器薬剤詰替補助金（以下「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。
（目的）

第２条　補助金は、第４条に定める者に対し交付し、初期消火活動の促進を図るため、予算の範囲内で交付する。
　
（定義）

第３条　この要綱において消火器とは、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。

（１）消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第２１条の２の規定により型式承認の表示が付されているもの
（２）市内の火災等（消防署が調査報告書を作成したものに限る。）に使用したもの

（補助金の交付対象者）
第４条　補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
（１）消火器の所有者
（２）消火器の薬剤詰替えを市内の消防用設備業者に委託した者
（３）法第２条第３項に定める火元消防対象物の所有者、管理者又は占有者以外の者

（補助金の額）

第５条　補助金の額は、別表に定める額とする。

　（交付の申請）

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、消火器を使用した翌日から起算して２ヶ月以内に火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付申請書（様式第１）により、火災等使用消火器薬剤詰替証明書（様式第２）を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、当該期限を延長することができる。
（交付の決定）

第７条　市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

２　市長は、前項の規定により交付決定をしたときは、速やかに火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付決定通知書（様式第３）により、申請者に通知するものとする。

（補助金の交付）

第８条　市長は、前条の規定により交付決定をした後、火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付請求書（様式第４）による申請者の請求に基づいて、補助金を交付するものとする。

（交付の取消し又は補助金の返還）

第９条　市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、現に交付した補助金を返還させることができる。

（1） 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金交付に関して不正の行為があったとき。

（2） その他市長が不適当と認めたとき。
　（雑則）

第１０条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

　附　則

この要綱は、平成元年４月１日から施行する。

　附　則

この要綱は、平成７年１月１日から施行する。

　附　則

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。

　附　則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。
附　則

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。
附　則
（施行期日）

１　この要綱は、令和３年１月１日から施行する。

（経過措置）

２　この要綱の施行の際、現に改正前の豊橋市火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付要綱の規定に基づいて作成されている各様式は、改正後の豊橋市火災等使用消火器薬剤詰替補助金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。
附　則
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和６年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和７年４月１日から施行する。
附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
別表
	消火器型式
	補助金額(円)

	粉末（ABC）消火器３型
	6,500

	粉末（ABC）消火器４型
	6,500

	粉末（ABC）消火器５型
	7,000

	粉末（ABC）消火器６型
	7,000

	粉末（ABC）消火器１０型
	8,500

	粉末（ABC）消火器１５型
	11,000

	粉末（ABC）消火器２０型
	11,000

	粉末（ABC）消火器５０型
	32,000

	粉末（ABC）消火器１００型
	60,000

	強化液（アルカリ）１L型
	6,500

	強化液（アルカリ）２L型
	7,000

	強化液（アルカリ）３L型
	8,500

	強化液（アルカリ）３．５L型
	9,000

	強化液（アルカリ）４L型
	9,500

	強化液（アルカリ）６L型
	12,000

	強化液（アルカリ）８L型
	13,500

	強化液（中性）１L型
	6,500

	強化液（中性）２L型
	7,000

	強化液（中性）３L型
	8,500

	強化液（中性）３．５L型
	9,000

	強化液（中性）４L型
	9,500

	強化液（中性）６L型
	12,000

	強化液（中性）８L型
	13,500

	化学泡８型
	6,000

	化学泡１０型
	6,000

	機械泡３L型
	製造中止

	機械泡６L型
	製造中止

	二酸化炭素　５型
	17,000

	二酸化炭素　７型
	18,000

	二酸化炭素　１０型
	20,000


